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・関係人I■に家があるが､同居人の見張りのために居る
こと。
・関係人と一緒に暮らしている。ただし、関係人は自身の収入
で生活していること。

(6)平成25年７月16日処分庁は､■■警察本部刑事部組織犯罪対策課長に対して関係
人の暴力団員該当性について照会していたところ、関係人は暴力
団員であるとの回答を得る。

(7)平成25年７月24日処分庁の担当職員は審査請求人宅を訪問する。その際、関係人か
ら次のことを聞き取る。
・関係人は平成18年頃からここに住んでいること。
・関係人がここに住む目的は、同居人に多額の金を貸したが返
済されず、同居人からこの住居を現物で譲ってもらう約束に
なっているためであること。

また、処分庁の担当職員は、２階の一室は関係人の個室となって
おり、室内には家財道具があることを確認するとともに、審査請
求人に対して暴力団員との同居は見過ごせず、離れて生活しても
らわなければ保護を継続できないことを説明する。

(8)平成25年７月31日処分庁は、審査請求人および同居人に対して次のとおり説明し、
口頭による指導又は指示（以下「指導指示」という。）を行う。！．適正に生活保護を適用する観点から関係人から逃れて暮す鋤

！｜要性があること。

季瀧宇ま菫嘩彗顎壹竺､同剛旧までに転居＃物件を探し、関係書類を持参すること。
・従わない場合は、法第27条に基づく書面による指導指示を行
・い、なお従わない場合は保護の停廃止もありうること。

(9)平成25年８月９日処分庁は、所内ケース診断会議を行い審査請求人世帯の保護を廃
止する方針を決定し、同日に本件処分を行う。
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判断．
はじめに、処分庁が本件処分を行った理由および根拠法令等を確認するところ、本件

処分の決定通知書の廃止・停止の理由欄には「暴力団員との同居により廃止します。」
と記載されており、また、処分庁の提出した関係書類によれば、その根拠は「暴力団員
に対する生活保護の適用について」（平成18年３月30日社援保発第0330002号厚生労働省
社会・援護局保護課長通知。以下『課長通知」という。）の基本方針に基づくとしてい
る。
課長通知が示すところの暴力団員に対する保護の適用の基本方針によると、暴力団員
は、本来は正当に就労できる能力を有すると考えられるため、法第４条に定める稼働能
力の活用要件を満たさないこと、また、暴力団活動を通じて得られる違法・不当な収入
について本人が福祉事務所に対して申告することは期待できない等により法第４条が定
める資産・収入の活用要件を満たさないと認められることから、法に定める保護の要件
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